         令和７年１１月
【申し込みは慎重に！光回線サービスの勧誘電話】

【相　談】
光回線会社の関連会社と名乗る電話があり、「利用料金が今より安くなる契約先に乗り換えないか」と勧められた。詳しい説明はなかったが、料金が安くなるならと了承した。「後日書面を送る」と言われたが、よく考えると、現在のインターネット環境に不満はなく、契約先の変更手続きも面倒だ。キャンセルできるか。
【アドバイス】
通信サービスの契約に関して「突然の電話で勧誘を受けて了承したが、キャンセルできるか」「解約したいが事業者の連絡先がわからない」などの相談が寄せられています。
光回線サービスは、実際に契約を行う光回線会社でなく、代理店が電話勧誘などを行うことがあります。「料金が安くなる」などの言葉に引かれ、すぐに了承するのはトラブルの元です。不明な点を確認し、契約先の会社名や連絡先を記録しておきましょう。
電気通信事業法における消費者保護ルールによれば、事業者が電気通信サービスを電話勧誘するためには、原則として書面を交付して提供条件を説明することが義務付けられています。勧誘の電話で申し込みをした段階では、まだ契約は成立しておらず、後日送付された書面を確認しながら改めて説明を受けて契約をするという手順が必要です。
光回線サービスの契約は、電気通信事業法の「初期契約解除制度」により契約書面が届いた日から８日以内に書面で申し出れば、解約料の負担なく解約ができます。解約をしたい場合は、すぐに光回線会社へ申し出ましょう。ただし、事務手数料等の請求があれば、支払いを拒めないケースがあります。お困りの際は、すぐにお近くの消費生活センターに相談してください。

消費者ホットライン　　☎局番なしの１８８（泣き寝入りはいやや！）・・・お近くの消費生活センター等につながります。
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